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公益財団法人千葉県下水道公社建設工事一般競争入札公告 第１９号

令和６年度佐倉市志津中継ポンプ場仮設ポンプ場築造工事（電気）

の一般競争入札の実施について

一般競争入札を次のとおり実施する。

令和７年 ３月１９日

                              公益財団法人 千葉県下水道公社

                              理 事 長 高 橋 伸 生

１ 一般競争入札に付する事項

（１）工事名        令和６年度佐倉市志津中継ポンプ場仮設ポンプ場築造工事（電気）

（２）工事場所       佐倉市ユーカリが丘１丁目１－３３

（３）工事期限       令和７年１２月１０日

（４）工事の概要

  ア 工事目的      佐倉市志津中継ポンプ場の耐震補強工事及び設備更新工事を行うため、

仮設ポンプ場の築造を行う。

  イ 規模等      ・仮設ポンプ制御盤  １面

・遠方監視装置    １台

・投込圧力式水位計  １組

・浮子転倒式水位計  １組

  ウ 概要図       別に配付する工事概要図（平面図等を含む。）のとおりである。

（５）予定価格       ３１，９８８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

（６）入札方式

  本工事は、「一般競争入札参加資格確認申請書」の提出時に、「技術資料」を受け付け、価格以

外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の対象となる工事である。

（７）その他

  ア 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年法律第１０４号)に基

づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づけられた工事である。

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項

  本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。

（１）千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）における電気工事に

登載されている者のうち、建設業法に定める電気工事業の許可を受けている者で、千葉県建設工

事請負業者等指名停止措置要領又は佐倉市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停

止措置を、本工事の一般競争入札参加資格確認申請書提出期限日から本工事の開札の日までの間、
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受けていない者。

（２）資格者名簿における電気工事の格付がＡ等級である者。

（３）建設業法第２６条に規定された主任技術者（又は監理技術者）を本工事に配置できる者。ただ

し、工場製作のみが行われている期間は専任を要しない。

（４）過去１５年間（入札公告の前年度までの１５か年度間に当該年度の入札公告の日までを加えた

期間（平成２１年４月１日～令和７年３月１９日まで））に、本工事と同種工事（下水道施設又は

下水道類似施設における監視制御設備の新設又は更新工事（一部改築、修繕工事は除く。）をい

う。）を元請（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場合のものに限る。）

として施工した実績がある者。

   ただし、千葉県経常建設共同企業体取扱要綱に基づき結成された経常建設共同企業体（以下、

「経常 JⅤ」という。）にあっては、いずれかの構成員に当該実績のある者。

（５）電気工事にかかる完成工事高（経営事項審査の完成工事高（「２年（又は３年）平均」の欄）に

ついて、等級格付けの基礎となったもの又は有効な経営事項審査によるもののいずれか）が３１

百万円以上である者。

   ただし、千葉県経常建設共同企業体取扱要綱に基づき結成された 経常ＪＶにあっては、いず

れかの構成員の完成工事高。

（６）経常 JⅤで参加した場合には、その構成員は参加することができない。

（７）当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がない

こと。

  ア この工事に係る設計業務等の受託者

    商 号 セントラルコンサルタント株式会社

    所在地 東京都中央区晴海二丁目５番２４号

  イ 当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者

  （ア）当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額

の１００分の５０を超える出資をしている者

  （イ）代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者

（８）公益財団法人千葉県下水道公社財務規程第６７条の規定のほか、次の各号に該当しない者。

  ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本工事の入札日前６

か月以内に手形、小切手を不渡りした者。

  イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所から

の更生手続開始決定がされていない者。

  ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所から

の再生手続開始決定がされていない者。

※ 上記（４）における「下水道類似施設」とは、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落

排水施設、地域し尿処理施設をいう。

３ 総合評価に関する事項

（１）総合評価の方法

  ア 評価方法を特別簡易型（Ｃ）とする。
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  イ 「標準点」を１００点とし、「加算点」の最高点を１５点とする。

  ウ 「加算点」の算出方法は、下表（２）の評価項目毎に評価を行った結果、得られた「評価点

の合計値」が、入札参加者のうち、最も高い者に１５点の「加算点」を与える。その他の者は

「評価点の合計値」に応じ按分して求められる点数を「加算点」として与える。

  エ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記によって得ら

れる「加算点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値（以下「評価値」とい

う。）をもって行う。

（２）価格以外の評価点の算定方法

  ア 価格以外の評価点を算定する評価項目及び評価基準

評価項目 配点 評価基準 評価点

ア 企業の施工実績

・過去１０年間の同種工事の施工実績に

より評価する。 ２点

国・県等・千葉県下水道公社・

佐倉市の実績あり
２点

市町村等（佐倉市を除く）の実

績あり
１点

その他工事の実績又は実績なし ０点

イ 工事成績評定

・千葉県及び千葉県下水道公社所掌工事

（電気）における過去の工事成績評定

点の有無を評価する。

４点

～

０点

７７点以上 ４点

７６点～７５点 ３点

７４点～７３点 ２点

７２点～７１点 １点

７０点以下又は成績なし ０点

ウ 不誠実な行為

・千葉県及び千葉県下水道公社所掌工事

における過去の不誠実な行為の有無。
０点

～

－４点

なし ０点

過去１年間に不誠実な行為によ

る文書注意あり
－２点

過去２年間に不誠実な行為によ

る指名停止あり
－４点

エ 地域精通度

・過去１０年間の千葉県内での施工実績

により評価 ２点

国・県等・千葉県下水道公社・

佐倉市の実績あり
２点

市町村等（佐倉市を除く）の実

績あり
１点

その他工事の実績又は実績なし ０点

オ 災害協定締結の有無

・協定（「地震・風水害・その他の災害応

急対策に関する業務細目協定」（県電業

協））の締結を評価

３点

千葉県印旛土木事務所との細目

協定の締結あり
３点

千葉県と基本協定の締結あり ２点

なし ０点

  イ 価格以外の評価項目における同種工事に該当する工事

   ・ 企業の施工実績に求める同種工事とは、下水道施設又は下水道類似施設における監視制御

設備の新設又は更新工事（一部改築、修繕工事は除く。）を元請けとして施工した工事をいう。

  ウ 各項目の評価対象期間
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   ・ 企業の施工実績、地域精通度

     過去１０年間の同種工事の実績及び当該管内での工事施工実績は、入札公告の日の属する

年度を除く、１０か年度間及び当該年度の入札公告の前日までを加えた期間（平成２６年４

月１日～令和７年３月１８日）に完成した工事を評価する。

   ・ 工事成績評定

     工事成績の平均点の評価対象とする工事は、以下の工事を対象とする。

    １ 入札公告の日の属する年度を除く、直近の過去２か年度間（令和４年４月１日～令和６

年３月３１日）に完成した千葉県及び千葉県下水道公社発注の予定価格２千万円以上の

「工種：電気」の工事成績を評価の対象とする。

    ２ ただし、上記１に該当する工事がない場合は、入札公告の日の属する年度を除く、直近

の過去２か年度間（令和４年４月１日～令和６年３月３１日）に完成した千葉県及び千葉

県下水道公社発注の「工種：電気」全ての工事成績を評価の対象とする。

   ・ 不誠実な行為

     千葉県及び千葉県下水道公社所掌工事における過去の不誠実な行為について、不誠実な行

為による「過去２年間に指名停止あり」については指名停止期間（令和５年３月１９日～令

和７年３月１８日）にかかるものを減点の対象とする。（事故に関するものは除く）

    不誠実な行為による「過去１年間に文書注意あり」については文書注意日（令和６年３月

１９日～令和７年３月１８日）にかかるものを減点の対象とする。（事故に関するものは除く）

エ 千葉県所掌工事の「千葉県」とは、県土整備部、農林水産部、総務部、防災危機管理部、環

境生活部、教育庁、企業局（旧企業土地管理局等・旧水道局）、警察本部、病院局とする。

（３）上記に定めのない事項については、別に配布する「総合評価方式の型式別評価項目及び評価基

準の詳細説明書」等に基づき行うものとする。

４ 入札執行

  資格確認の結果として資格を有すると認められた者が一人の場合においても入札を執行すること

とし、また、入札執行の結果として有効な入札者が一人の場合においても落札決定を行うこととす

る。ただし、低入札価格調査の結果により有効な入札がなくなった場合は入札を取り止めることと

する。

  第１回目の入札が予定価格の制限の範囲内でない場合は、再度入札を行うこととし、この場合は、

別途文書により通知する。なお、再度入札の回数は２回とし、再度入札においても内訳書の提出を

必要とする。

（１）入札の場所  千葉市美浜区磯辺８－２４－１

          公益財団法人千葉県下水道公社２階第一会議室(花見川終末処理場管理棟２階)

（２）入札の日時（第１回目）

   令和７年４月１８日（金） 午前１１時００分から

   郵便及び電報による入札は認めないので、当該日時に当該場所に集合すること。

５ 入札参加資格の確認等

  本工事の入札参加を希望する者は、別に配布する（下記７（５）と併せて配布する。）一般競争入
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札参加資格確認申請書及び関係資料（以下「資格確認資料」という。）を持参により提出し、入札参

加資格の確認を受けなければならない。

  なお、提出期限以降における資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。

（１）資格確認資料の提出期間等

  ア 期 間  令和７年４月３日（木）から令和７年４月７日（月）まで

         (土曜日、日曜日等の休日を除く。）

  イ 時 間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

  ウ 場 所  公益財団法人千葉県下水道公社 総務部総務課

         住所 千葉市美浜区磯辺８－２４－１   電話 ０４３(２７８)１６３１

  エ 提出部数 ２部

（２）資格確認資料の様式

   公告日より、上記ウの場所で設計図書等と併せて電子データで配布する様式を用いる。

（３）入札参加資格の確認結果通知

   令和７年４月９日（水）に、郵便をもって通知する。

６ 技術資料の提出

  本工事の入札参加を希望する者は、別に配布する技術資料を、提出しなければならない。

  なお、提出期限以降における技術資料の差し替え及び再提出は認めない。

（１）提出期間等

  ア 期 間  令和７年４月３日（水）から令和７年４月７日（月）まで

         (土曜日、日曜日等の休日を除く。）

  イ 時 間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

  ウ 場 所  公益財団法人千葉県下水道公社 総務部総務課

         住所 千葉市美浜区磯辺８－２４－１   電話 ０４３(２７８)１６３１

  エ 提出部数 ２部

（２）技術資料の様式

   公告日より、上記ウの場所で設計図書等と併せて電子データで配布する様式を用いる。

（３）資料提出の事前申し込み

  「５ 入札参加資格の確認等」及び「６ 技術資料の提出」に係る資料の提出は、原則として電

話により下記まで事前に申し込みを行うものとする。

   なお、応募が殺到した場合は、提出日時が希望に沿えない場合もある。

  ア 期 間  令和７年３月１９日（水）から令和７年４月４日（金）まで

         (土曜日、日曜日等の休日を除く。）

  イ 時 間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

  ウ 場 所  公益財団法人千葉県下水道公社 総務部総務課 電話 ０４３(２７８)１６３１

７ 契約条項等を示す場所

  本工事に係る契約書案、入札約款、設計図面及び仕様書（以下「設計図書等」という。）の縦覧及

び無償配布を次のとおり行う。
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（１）縦覧期間

   令和７年３月１９日（水）から令和７年４月１７日（木）まで

   (土曜日、日曜日等の休日を除く。）

（２）縦覧時間

   午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

（３）縦覧場所

   公益財団法人千葉県下水道公社 総務課

   住所 千葉市美浜区磯辺８－２４－１  

  電話 ０４３(２７８)１６３１

（４）縦覧の申込み

   設計図書等の縦覧を希望する者は、電話等で申し込むこと。

  希望日時を考慮して、縦覧日時を指定する。

（５）設計図書等の配布

   希望者に、次により設計図書等を無償で配布する。

   ただし、希望者に対しては、公社が契約するクラウドサービス（以下クラウド）又は記録媒体

（ＣＤ－Ｒ等）により配布する。クラウド経由での配布希望者は、電子メールにより、下記のア

のアドレスに送り下さい。申込確認後、ダウンロードリンクを明記した電子メールを返信する。

ＣＤ－Ｒでの配布希望者は、入力済みＣＤ－Ｒと交換するので、未記入のＣＤ－Ｒを持参、郵送

又は託送（書留郵便等、記録の残るものに限る。）すること。

  ア 連絡先及び配布場所

   公益財団法人 千葉県下水道公社 総務部総務課

    住所 郵便番号２６１－００１２ 千葉市美浜区磯辺８－２４－１

    電話 ０４３(２７８)１６３１  ＦＡＸ番号 ０４３(２７７)９６５７

    E-mail kousya@chiba-gesui.or.jp

  イ 申込方法

    希望者は、令和７年３月１９日（水）から令和７年４月１６日（水）までに、電話又はファ

クシミリ（会社名、住所、電話番号、担当者名、工事名及び配布方法を連絡すること。）により

申し込むこと（土曜日、日曜日等の休日を除く。）

    また、一度申し込んだものをキャンセルする場合も申込期間内に連絡すること。

  ウ 配布期間  令和７年３月１９日（水）から令和７年４月１７日（木）まで

          (土曜日、日曜日等の休日を除く。）

  エ 配布時間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

（６）設計図書等に対する質問

   設計図書等に対する質問がある場合は、設計図書等と併せて配布する指定の様式にて公益財団

法人千葉県下水道公社理事長あてに書面及びその電子媒体（記録媒体（ＣＤ－Ｒ等））を、次のと

おり提出すること。

  ア 提出方法 書面（指定様式）及びその電子媒体（記録媒体（ＣＤ－Ｒ等））を持参、郵送又

は託送（書留郵便等、記録の残るものに限る。）によるものとし、電送（ファクシ

ミリ等）によるものは受け付けない。
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          なお、電子媒体のファイル形式は、Microsoft Excelとする。

  イ 提出期限 令和７年４月８日（火）午後５時まで

  ウ 時 間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

  エ 提 出 先  公益財団法人千葉県下水道公社 総務部総務課

         住所 郵便番号２６１－００１２ 千葉市美浜区磯辺８－２４－１  

         電話 ０４３(２７８)１６３１

  オ 回答方法 令和７年４月１０日（木）までに文書で回答する。

８ 入札保証金 免除

９ 入札書の金額

  落札決定に当たっては、入札書の金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額とすること。

１０ 入札に関する注意事項

（１）入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。

（２）入札書、誓約書及び委任状は、入札約款で定める様式を用いて、工事箇所及び工事名をこの公

告の記載に従い記入すること。

（３）入札者が、代理人である場合においても、誓約書及び入札書には、代表者印を押すこと。

（４）誓約書及び代理人が入札を行う場合に委任状の提出がない場合は、入札に参加することはでき

ない。なお、委任状は代理人の印では修正できない。

（５）公益財団法人千葉県下水道公社理事長あてに年間委任状（公社様式）が提出されている場合は、

その写しを提出すること。

（６）入札に際し、当該工事の入札参加資格確認結果通知の写しを提出すること。

（７）入札参加資格確認結果通知を受けた後、入札を希望しない場合には、参加しないことができる

ので、入札辞退届を持参又は郵送（入札日の前日までに到達するものに限る）により提出するこ

と。

１１ 工事費内訳書の提出

（１）本工事の入札参加を希望する者は、入札金額の内訳を記載した工事費内訳書を提出しなければ

ならない。また、再入札を行う場合も、再入札の金額に応じた工事費内訳書を提出すること。

（２）工事費内訳書は、入札書提出時に持参により入札書と併せて提出するものとする。

（３）工事費内訳書は、「公益財団法人千葉県下水道公社発注工事の入札における工事費内訳書取扱要

領」（平成２７年４月１日制定）（以下、「取扱要領」という。）によるものとする。

（４）取扱要領第５条に基づく「重大な不備」に該当した場合、入札が無効となるので留意すること。

１２ 最低制限価格
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本工事は最低制限価格制度が適用される工事である。よって、最低制限価格を設定する。

   当該最低制限価格の設定については、建設工事等に係る最低制限価格制度実施要領第３条の規

定を適用する。

１３ 落札者の決定方法

  次の各要件に該当する者のうち、総合評価の方法によって得られた評価値の最も高いもの（以

下「最高評価値者」という。）を落札者とする。

  ただし、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引

の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札

者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者

を落札者とすることがある。

（１）入札価格が、千葉県下水道公社財務規程第７４条の規定により作成された予定価格の制限の範

囲内であること。

（２）評価値が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。

１４ 入札の無効

（１）本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに

入札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

   なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時において

指名停止期間中である者は、入札に参加できない。

（２）技術資料を提出する際に、以下に該当した者は、入札を無効とするので留意すること。

ア 提出の際に、技術資料とともに、工事費内訳書を同封し、提出した者

１５ 配置予定主任（監理）技術者の確認

（１）開札後、落札候補者は入札参加資格確認のための資格確認資料と併せ、別に配付する「専任配

置予定技術者の従事工事等の状況」を提出すること。

   また、配置予定技術者を複数提出する場合は、技術者ごとに提出すること。

   なお、複数の配置予定技術者を申請する場合は、申請する全ての者について２（４）の基準を

満たしていること。

（２）落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確

認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で発

注者がやむを得ないと認め、適正な工事に支障がないと判断した場合のほかは、配置技術者の変

更は認められない。

１６ 苦情等の申立て

（１）本工事の入札に参加申請をしたうえで資格がないとされた者は、その理由について、入札参加

資格確認結果通知日から起算して７日以内(休日を除く。）（令和７年４月１７日（金）まで）に、
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書面により公益財団法人千葉県下水道公社理事長に説明を求めることができる。理由は説明を求

められた日から３日以内(休日を除く。）に書面で回答する。

（２）総合評価方式による入札において落札者にならなかった者は、その理由について、総合評価方

式の評価調書を公表した日から起算して７日以内(休日を除く。）に、書面により公益財団法人千

葉県下水道公社理事長に説明を求めることができる。理由は説明を求められた日から５日以内(休

日を除く。）に書面で回答する。

１７ その他

（１）資格確認資料及び技術資料の作成説明会は、実施しない。

（２）現場説明会は、実施しない。

（３）資格確認資料のヒアリングは、実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認

できない場合には、説明を求めることがある。

（４）提出された資格確認資料及び技術資料は、提出時に１部を返却し、残部については返却しない。

なお、公表し、また無断で使用することはしない。

（５）工期は、事情により変更することがある。

（６）入札参加者は、入札約款及び契約書案を熟読し、遵守すること。

（７）落札者は、資格確認資料に記載した配置予定の技術者を本工事の現場に配置すること。

   なお、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったとき

等は、入札参加資格の確認結果通知前においては、直ちに申請書の取下げを行い、入札参加資格

の確認結果通知後においては、入札してはならない。

   これらの行為を行わなかった場合においては、指名停止措置を行うことがある。

１８ 問い合わせ先

公益財団法人千葉県下水道公社 総務部総務課

電話 ０４３(２７８)１６３１


